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東京市場 ドル・円 スポット 中心相場 ￥／＄

円 13/5/13
101.88

12/10/1
77.93

〈為替相場の変動率〉 （単位：円）
24年10月 11月 12月 25年3月 4月

為替相場 78.97 80.92 83.6
3か月平均 81.16

94.73 97.74

116.7%

120.4%

最近の為替相場の動向

◆平成 24 年度上半期（4～9 月）平均 79.37 円/ﾄﾞﾙ⇒第 3 四半期（10～12 月）平均 81.16
円/ﾄﾞﾙ⇒第 4 四半期（1～3 月）92.32 円/ﾄﾞﾙ⇒25 年 4 月 97.74 円/ﾄﾞﾙ⇒5 月 10 日に

は 4 年 1 ヶ月ぶりに 100 円/ﾄﾞﾙを突破

◆アベノミクスが提唱され、第2次安倍政権が誕生した平成24年度第3四半期の81.16
円/ﾄﾞﾙを起点とした円安への変動状況は 25 年 3 月との比較で下落幅 13.57 円、

116.7％の下落率となります。更に新年度移行後の 101 円/ﾄﾞﾙを突破した 5 月 10 日

との比較では 120％を上回る下落率となります。このように直近の 6 ヵ月間におい

て為替相場は急速かつ大幅な円安進行となりました。

◆アベノミクスはインフレターゲット 2％を目指しており、当面は円安の進行と定着で

輸入品価格の上昇が食品等の生活必需品の物価上昇をもたらしています。

資料：日本銀行 HP「主要時系列統計データ表（日次、月次）」
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②配合飼料価格の状況

社団法人配合飼料供給安定機構 HPより

○円高デフレ当時の国内の穀物価格は国際相場の高騰がありながらも、円高がクッションとなりゆるや

かな上昇傾向となっていました。平成 24 年 8 月にはアメリカ穀倉地帯の干ばつの発生や投機筋マネー

に流入等によってシカゴ相場は史上最高値を更新、その後若干値を下げたものの 1 ブッシェル 6 ドル

台の高止まりで推移し、そこに円安が加わって平成 25 年度第 1 四半期配合飼料価格は建値で 66,450
円/ﾄﾝとなり平成の酪農危機と言われた 20 年度平均価格を上回る水準にあります。

○このような建値の動きに対し、生産者が負担する配合飼料価格は配合飼料価格安定基金制度の下に補

てん金が交付されるものの、制度上の仕組みから 25 年度第 1 四半期の生産者実質負担価格は 60,650
円/ﾄﾝと 6,000 円台を突破し、平成の酪農危機と称された 20 年度の平均価格 56,338 円/ﾄﾝを 7,000 円強

上回る異常事態をもたらしています。

〇酪農家が経営危機に直面した平成 20年度当時の都府県を中心として生じた廃業者の多発に伴う生産基

盤の低下を「第 1 次平成酪農危機」、現下の危機は「第 2 次平成酪農危機」に位置づけられます。
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トウモロコシ及び大豆油かすの国際市況と為替の推移

トウモロコシシカゴ相場（左軸） 大豆油かす（左軸） 為替相場（右軸）

◆世界の穀物の需給事情は人口の増加がもたらす需要増に対し、生産は昨夏のアメリカ

穀倉地帯での大干ばつのような異常気象が生じやすく国際相場には上昇要因が常在化

しています。

◆円安の進行は、酪農経営に必要な飼料穀物や乾牧草等の輸入飼料に直接影響し、平成

25 年に入ってからは、すべての輸入飼料が大幅な上昇を始めています。
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＜配合飼料価格と生産者実負担額の推移（全畜種平均）＞

農林水産省 HP より  25 年度第 2 四半期以降は第 1 四半期の建値を据え置いて試算した

【参考】平成 24 年度からの配合飼料価格と生産者実質負担の流れについて

建値

前四半期差 年度平均 前年度対比 20年度対比 前四半期差 年度平均 前年度対比 20年度対比

Ｈ20．1Ｑ 62.800 4.660 10.500 52.300 1.960

Ｈ20．2Ｑ 64.800 2.000 7.400 57.400 5.100

Ｈ20．3Ｑ 67.600 2.800 7.650 59.950 2.550

Ｈ20．4Ｑ 55.700 -11.900 0.000 55.700 -4.250

Ｈ21．1Ｑ 52.100 -3.600 0.000 52.100 -3.600

Ｈ21．2Ｑ 55.000 2.900 0.000 55.000 2.900

Ｈ21．3Ｑ 53.600 -1.400 0.000 53.600 -1.400

Ｈ21．4Ｑ 53.200 -0.400 0.000 53.200 -0.400

Ｈ22．1Ｑ 52.500 -0.700 0.000 52.500 -0.700

Ｈ22．2Ｑ 52.500 0.000 0.000 52.500 0.000

Ｈ22．3Ｑ 52.500 0.000 0.000 52.500 0.000

Ｈ22．4Ｑ 55.950 3.450 3.250 52.700 0.200

Ｈ23．1Ｑ 58.100 2.150 4.700 53.400 0.700

Ｈ23．2Ｑ 59.500 1.400 4.700 54.800 1.400

Ｈ23．3Ｑ 58.650 -0.850 2.100 56.550 1.750

Ｈ23．4Ｑ 56.350 -2.300 0.000 56.350 -0.200

Ｈ24．1Ｑ 57.500 1.150 0.000 57.500 1.150

Ｈ24．2Ｑ 58.500 1.000 0.450 58.050 0.550

Ｈ24．3Ｑ 63.250 4.750 5.450 57.800 -0.250

Ｈ24．4Ｑ 63.250 0.000 4.300 58.950 1.150

Ｈ25．1Ｑ 66.450 3.200 5.800 60.650 1.700

Ｈ25．2Ｑ 66.450 0.000 66.450 109.6% 105.9% 3.588 62.863 2.212 63.503 109.3% 112.7%

Ｈ25．3Ｑ 66.450 0.000 1.600 64.850 1.988

Ｈ25．4Ｑ 66.450 0.000 0.800 65.650 0.800

57.775

58.375

（単位：千円/ｔ）

配合飼料価格

補てん

金額

補てん金交付後（生産者実負担額）

62.725 114.3% 100.0% 56.338 118.4% 100.0%

53.475 85.3% 85.3% 53.475 94.9% 94.9%

53.363 99.8% 85.1% 52.550 98.3% 93.3%

96.7% 102.6%

58.150 109.0% 92.7% 55.275 105.2% 98.1%

104.5%

105.6%

60.625 104.3%

・24 年度第 1 四半期は、トウモロコシの相場高騰で、建値が値上がりしたものの配合飼料価格安定制度の基づく補

てん金は交付なしとなったため、生産者実質負担額は前年に比べ、トン当たり 1,150 円増加し 57,500 円/ﾄﾝ。

・第 2 四半期は、副原料の大豆油かす価格も高騰し建値は前期比 1,000 円値上げに対し補てん金が 450 円の交付と

なった結果、実質負担は、前期と比較し 550 円増加の 58,050 円/ﾄﾝ。

・第 3 四半期は、建値が 4,745 円値上がりする一方で、補てん金が 5,450 円交付されたことから、生産者実質負担

額は、前期と比較して 250 円減少の 57,800 円/ﾄﾝ。

・第 4 四半期は、トウモロコシ及び大豆油かす相場が一時の高騰からは落ち着いたものの、今度は為替が円安に移

行したことから、建値は据え置きとなったものの、補てん金が 4,300 円の減額交付となり生産者実質負担額は、前期

と比較し 1,150 円増加の 58,950 円/ﾄﾝ。

◎24 年度中の生産者実質負担の平均価格は前年度と比較しトン当たり 2,800 円増加の 58,075 円/ﾄﾝとなり第 1 次平

成酪農危機と称された 20 年度当時の価格を上回る異常事態。

・更に 25 年度第 1 四半期は、円安の続伸影響から建値は 3,200 円値上がり。これに対し補てん金が 1,500 円交付さ

れ、生産者実質負担額は前期比 1,700 円増加の 60,650 円/ﾄﾝと 60,000 円台に突入する近年の最高値をもたらしてい

る。
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○上記グラフでは、平成 25 年度において円が安定し、第 2～第 4 四半期の配合飼料建値価格が第 1 四半

期と同価格で推移した場合の生産者実質負担額等の予測ですが、配合飼料価格安定制度に基づく補て

ん金が交付されたとしても生産者実質負担は上昇し続けることとなります。最近の円安の続伸から想

定すれば建値価格は上昇に伴い、生産者実質負担は増える見込みとなり、この先の酪農経営にとって

深刻な不安材料となっています。
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○農林水産省の資料によりますと 2006 年の世界人口は約 65 億人でその年の穀物生産量（米・トウモロコ  

シ・麦・大豆等）は 1,986 百万トン、一方穀物需要量は 2,044 百万トンでした。ちょうどこの年にオー

ストラリア大干ばつによって生産量が減少、アメリカブッシュ政権によるバイオエタノール政策と相俟

って穀物価格が急騰し、国際相場は高止まりすることとなります。

○2012 年には世界人口は 71 億人となり穀物需要も増加。穀物生産量は 2,241 百万トン、需要量は 2,284
百万トンと 2006 年と比べて、それぞれ 112.8％、111.7％と人口増加に比例して伸びてきていますが、

在庫水準は 20％弱と低水準が続いており、2012 年夏のようにアメリカ穀倉地帯の干ばつなどが起こり、

在庫水準予測が低下すると国際相場は急騰します。

○世界人口は年に 1 億人のペースで増え続けており、穀物需給の逼迫は続き、国際相場は堅調に推移する

と思われます。

【参考】穀物相場高騰の背景・・・世界の人口増加と穀物需要
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③流通飼料価格の状況

○財務省が公表する平成 25 年 2 月の貿易統計によると円安に転じた 24 年度第 3 四半期（10-12 月）以

降において粗飼料単味等の輸入飼料の高騰が顕著に表れてきており、年度当初と比較しても大きく上

昇していることがわかります。

平成24年度輸入粗飼料・単味飼料価格の月別推移 （円/ｋｇ）

アルファル
ファペレット

ヘイキューブ その他乾草 ビートパルプ 大豆粕 トウモロコシ

H24.4 33.1 34.6 35.3 27.9 37.5 26.8

H24.5 31.0 33.9 34.6 28.2 37.9 26.3

H24.6 36.4 33.6 33.9 26.9 41.7 25.8

H24.7 34.2 33.4 34.2 25.6 43.1 25.6

H24.8 30.3 32.3 33.7 27.2 43.1 25.4

H24.9 31.2 32.0 33.2 25.1 44.5 25.5

H24.10 30.7 31.9 33.5 27.8 49.8 27.7

H24.11 35.4 32.2 34.8 27.3 52.5 29.5

H24.12 34.1 34.1 36.2 28.6 53.1 29.9

H25.1 34.1 35.8 38.2 32.0 54.1 30.7

H25.2 40.6 37.7 40.3 33.2 56.8 31.4

H25.3 38.6 38.5 41.4 32 .4 58 .1 31 .9

(財務省貿易統計によるCIF価格)

平成24年度内の期別価格比較 （円/ｋｇ）
アルファルファ

ペレット
ヘイキューブ その他乾草 ビートパルプ 大豆粕 トウモロコシ

上半期
（4-9月）    A

32.7 33.3 34.2 26.8 41.3 25.9

第3四半期
（10-12月） B

33.4 32.7 34.8 27.9 51.8 29.0

H25.3        C 38.6 38.5 41.4 32.4 58.1 31.9

上昇率　C/A 118 .0% 115 .6% 121.2% 120.8% 140.7% 123.2%

上昇率　C/B 115 .6% 117 .6% 118.9% 116.1% 112.2% 109.9%

◆酪農経営は乳牛に配合飼料と粗飼料（牧草類）を給与し、その栄養バランスによって

年間の乳成分と泌乳量を維持しています。粗飼料（牧草類）は主にアメリカで生産さ

れるアルファルファ中心に輸入されています。急激に進む円安の影響は配合飼料のよ

うな価格安定基金制度の無い輸入牧草類の流通価格の高騰に直結することとなりま

す。
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④生乳生産費の動向（平成２４年度～２５年度試算値）

○農林水産省が公表する平成 23 年度生乳生産費データを基に、24 年度以降の生産費目毎に係る価格変

動率を適用した平成 25 年度生乳生産費試算においては飼料価格の高騰が大きく影響し、収益性が大幅

に落ち込む試算となります。
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都府県：生乳生産費と粗利益の推移

粗利益（右軸）

粗収益（生乳代）

ｋｇ生産費

◆酪農家の生乳生産費用において最も高い費目は流通飼料費です。農林水産省の畜産物

生産費調査では土地条件に制約された都府県の飼料費の割合は全生産費の 40～45％
程度で推移しています。

※直近公表分の平成 23 年度調査結果では都府県の流通飼料費の割合が 43.4％（全国

37.5％） 流通飼料費＝配合飼料費＋粗飼料費（牧草類）

◆流通飼料価格の高騰によって生乳１kg あたりの生乳生産費は、平成 24 年度の上期を

ベースとして平成 25 年度にかけて 7 円以上の上昇が見込まれています。

◆このため、中国生乳販連は、取引先乳業メーカーに対して飲用牛乳向け及び醗酵乳等

向け生乳 kg あたり 7 円の値上げを要請し交渉に当たっています。

+7.13 円

＋6.14 円

前年比 23年度比 23年度比 23年度比 24年度比

8 11,373 102.7% 841,253 103 .7% 833,028 1 02.7% 849,477 104.7% 8 92,658 106.1%

8,292 100.1% 8,368 100.9% 8,368 100.9% 8,368 100.9% 8,368 100.0%

97.9 102.6% 100.5 102 .7% 99.5 1 01.7% 10 1.5 103.7% 106.7 106.1%

平成23年度
上期(試算)

平成25年度

(試算)下期（試算）

平成24年度

(試算)

搾乳牛1頭当たり

生産費（円/頭）

搾乳牛1頭当たり

実搾乳量（kg）

実搾乳量1kg当たり

生産費（円/kg）
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⑤中国地区の酪農家戸数

○中国地区の酪農家戸数は平成 18年度末に 1,162戸ありましたが平成 25年 3月末時点で 833戸となり

28.3％の減少となっています。

○第1次平成酪農危機の渦中にあっては7％近い酪農家の減少と並行して乳牛頭数及び生乳生産の減少の

同時進行による生産基盤の大幅低下をもたらしました。

〇平成 20年度の乳価値上げにより、その後の戸数動向は平年ベースの減少率で推移しましたが、第 2次

平成酪農危機の到来により廃業者は再び増加傾向をみせています。

中国生乳販連受託戸数データより

-6.6% -6.7%
-5.8% -5.5% -5.3%

-4.2% -4.1% -3.6% -3.8% -3.7% -4.0% -4.0% -3.8% -4.2%
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中国地域生乳出荷戸数の推移

◆平成 20 年度を中心とする第 1 次平成酪農危機の下では都府県において廃業者の急増

と乳牛頭数の減少の同時進行により生産基盤が大きく低下しました。

◆第2次平成酪農危機の渦中にある現下の酪農家戸数の動向は北海道が都府県に先行し

て減少率が増加傾向にあります。今後は飼料価格の高騰影響で都府県酪農家の減少拡

大は想像に難くありません。

◆現下の第 2 次平成酪農危機の被害を最小限に喰い止めるためには、再生産可能な乳価

の早期実現により生産基盤の低下を防ぐことにあります。
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○平成 24年度の指定団体受託数量は 7,329千トン、うち都府県生乳生産量は 3,503千トンで全体の 48％

を占めています。生乳の用途別仕向けとしては 46％と半分近くが牛乳を中心とする飲用等向けに仕向

けられ、以下、特定乳製品（24％）生クリーム（17％）、醗酵乳（7％）チーズ（6％）の順となって

います。
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⑥酪農家の社会的役割と都府県酪農の農地制約など

○酪農家は、地域の耕種農家に堆肥を供給しています。堆肥は有機農業には欠かせない存在であり、食

卓に上る食べ物の生産を促しています。また、耕作放棄地などに自給飼料を作付し土地の荒廃が進ま

ないよう土地を守る役割も果たしています。

○しかしながら、都府県の多くの生産者は土地の制約があって外国からの輸入飼料に頼らざるを得ない

のが現状です。

○一方で野生鳥獣による農作物被害も毎年 200億円を超え、特に飼料作物を食い荒らすシカやイノシシ

の被害は年々拡大しています。

平成23年度乳用肉用牛１頭当たりの飼料面積

北海道
都府県
全国

面積/全頭 (ha)
0.440
0.116
0.221

◆堆肥を土地に還元することで、色々な作物の成長を促す酪農

◆農地の保全や荒廃を防ぐ観点からも地域においては重要な役割を担う酪農

◆都市近郊の平地では住宅化が進み、環境問題への配慮から中山間地域での経営が多い

ため自給飼料の作付面積は北海道の約半分。

平成23年度飼料作物（牧草・青刈りとうもろこし・ソルゴー）の作付面積

牧草 コーン ソルゴー その他 計　（ha）
北海道 551,200 48,200 0 0 599,400
都府県 203,900 44,000 17,600 68,100 333,600

計 755,100 92,200 17,600 68,100 933,000
※その他飼料の作付地データが不明の為、都府県としている

平成23年度乳用牛・肉用牛の飼養頭数内訳

乳用牛 肉用牛 計　（頭）
北海道 827,900 535,900 1,363,800

都府県 639,100 2,227,100 2,866,200
計 1,467,000 2,763,000 4,230,000
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⑦経営努力を超える飼料費の高騰

○経営努力といっても限度があります。牧草の種子も輸入品ですし、土地を借りて自給飼料を作ったと

しても、収穫して給与するまでには半年以上かかります。また品種改良によって得られた現在の泌乳

量も夏場の成分を維持しつつ翌年の安全繁殖を行うには栄養価の高い輸入牧草は不可欠です。

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

全国の経産牛１頭当たり推定乳量の推移（年間）kg

◆改良による１頭あたり泌乳量の伸びは頭打ちの状況です。

◆酪農家は頭数規模を拡大したり、１頭当たりの泌乳量を増やすなど経営努力を続け

ています。

◆新たに搾乳牛を確保するためには、分娩後の雌子牛を 2 年間も育成しなければなり

ません。

◆生乳需要量を見定めた生産体制として全国の酪農家が協調して生乳計画生産に取り

組んでいます。

◆生乳の需給は夏期（需要期）と冬期（不需要期）はもとより短期的な天候の変化に

よっても需給ギャップや乳成分に変動が生じ易い特徴をもっています。また、乳牛

は猛暑や厳寒に見舞われると疾病や事故を起こし易く、最近では平成 22 年度夏の猛

暑が生産基盤を低下させ、その影響は今も残っています。

畜産統計・牛乳乳製品統計より
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⑧収益性の厳しい酪農経営

○厚生労働省が指導する労働者の 1 日あたりの労働時間は 8 時間、1 週間で 40 時間を超えてはならない

としています。年間では 2,085時間となり、国税庁が発表した平成 23年度のサラリーマンの年収 4,090

千円から時給計算すると 1,962円/時間となります。

○一方、農林水産省による農業経営統計では自営農業労働時間は年間 5,148 時間（1.96 人）、農業所得

は 5,874千円となっていますので酪農家 1日あたりの労働時間は 365日で計算すると 7.2時間、1週間

で 50.4 時間となります。更に時給計算をすると 1,141 円/時間となり一般的なサラリーマンと比較し

ても良くない状況です。

○下記の調査データから平成 24年度後半以降は、飼料の高騰によって更に収益性が圧迫されています。

○このような経営状況では後継者も育ちません。

平成２３年農業経営統計調査（酪農経営）　　

32.3

277,541 8,592.6ｋｇ/頭

1.96

35,983

農業経営費（千円） 30,109

うち飼料（千円） 14,425

うち減価償却費（千円） 5,666

5,874 2,996.9千円/人

11,557

5,148 14.1時間/日

農林水産省：農業経営統計調査より

都府県

酪
農
経
営

農業粗収益（千円）

農業所得（千円）

年末借入金・買掛未払金残高（千円）

自営農業労働時間（時間）

費目

経
営
概
況

月平均搾乳牛飼養頭数（頭）

生乳生産量（Kg）

農業専従者数（人）

◆酪農経営は 365 日休みがありません。

◆労働時間に対しての対価は低く、一般的な家族経営の所得水準は決して高くありませ

ん。
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平均的な購入飼料主体の酪農経営における最近の飼料代の負担についてご説明します。

この半年で乳牛 1 頭当たり 1 日の飼料代は約 130 円上昇しています。

前頁の頭数データから１ヶ月分の飼料代の負担は・・・

1 ヶ月＝ 32.3 頭×129.6 円×30 日＝125,582 円

酪農経営の毎月所得が半年前と比べて 12 万 5 千円も圧迫されていることになっています。

飼料代の高騰が徐々に進み、じわじわと酪農経営を圧迫しています。

円安の状況が 1 ドル＝100 円前後で安定して推移したとしても

手取り乳価が変わらなければ酪農家の負担は延々と続きます・・・

1 年＝ 125,582 円×12 か月＝1,506,984 円

前頁の農業所得が更に少なくなります。

これだけの負担が続けられるでしょうか？

行き着く先は・・・

乳牛1頭1日当たりの飼料給与量（25ｋｇ/日搾乳量）と価格の比較

給与量
H24.10価格
（円/ｋｇ）

H25.4価格
（円/ｋｇ）

上昇額
（円/ｋｇ）

配合飼料 配合飼料 8kg 65.3 68.5 3.2
ビートパルプ 3kg 51.0 57.0 6.0
ヘイキューブ 3kg 54.5 60.5 6.0
アルファルファ 4kg 52.5 60.5 8.0
スーダン 4kg 52.0 61.0 9.0

22kg 1,256.9 1,386.5 129.6

流通飼料

合計

メニュー
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注：上図に使用している資料は、総務省「家計調査年報」「消費者物価指数」をＪミルクが集計・

公表しているデータ。
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牛乳の消費者物価指数（2010年＝100） 家計調査（牛乳1㍑価格）【右軸】

◆酪農家が生産する生乳の流通は、希少な無殺菌牛乳及び酪農家自らが処理販売する事例を

除き大部分が乳業者の殺菌処理を通して牛乳乳製品として店頭に陳列されます。

◆このことから酪農（生乳＝原料乳生産）と乳業（処理販売）は車の両輪の関係にあります。

この一体的な機能連携をベースに牛乳乳製品の消費量は米を上回る水準にまで成長し国

民の基礎食糧としての地位を保っています。

◆他方、酪農と乳業の一体的な関係により酪農経営の骨格になる生乳の対価としての生産者

乳価は牛乳の小売価格の動向が強く関与しています。

◆生産者乳価は、昭和 53 年に値上げされて以降、小売価格の低下の先行に追随する形で低

下を続けましたが、第 1 次酪農危機に直面した平成 20 年度において生産者乳価は約 30
年振りに値上げされ、これと連動して小売価格も値上げされました。

◆第1次酪農危機は生産者乳価及び小売価格の値上げで脱却を成し遂げたもののデフレスパ

イラルの経済情勢下において再び小売価格は低下傾向をたどり始めました。

◆アベノミクスがもたらした円安効果は生産資材の輸入依存度の高い産業に生産費の負担

増をもたらしています。具体的には小麦粉・食用油やマヨネーズ等の生活必需品の分野に

おいては小売価格転嫁への動きが生じています。

◆乳業者も紙容器や動力費等の輸入価格の上昇による経営圧迫と小売価格低迷の二重苦の

中で第 2 次酪農危機に直面する生産者乳価への対応に苦慮しています。
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○新鮮でおいしい牛乳・乳製品の安定供給のためには後継者の育つ経営環境でなければなりません。

○大型機械や建物、更には優良な乳牛等の整備を要する酪農は多額の投資が必要で、しかも周年拘束の

作業となります、他の作物と違って簡単には始められず、しかも一度失われた生産基盤は元に戻らな

いのです。

○下表はある農協における生乳代金から飼料代等の必要経費を差し引いてマイナス（赤字）となる経営

継続困難な酪農家戸数の推移です。今日、ほとんどの酪農家は専業経営です。円安に転換した平成 24

年度第 3四半期以降の赤字農家の割合は高まっています。今後に向け、円安が続伸した場合は廃業者

の急増が懸念されます。

-

141%
194%

159%
206%

17 

24 

33 

27 

35 

-1

 -

 1

 2

 3

 4

 5

 10

 15

 20

 25

 30

 35

 40
増加率第1四半期比較 戸数（左軸）

ある農協における赤字酪農家の推移

戸数

（5.2％）

（8.5％）

（10.2％）

（7.3％）

※（ ）内は全体に占める割合

（11.1％）

◆今の酪農には円安による飼料費の急騰を始めとする経費の上昇負担に耐えられない農家が急増

し、まさに第 2 次平成の酪農危機に直面しています。生乳生産基盤の崩壊を食い止め、地産地

消による新鮮でおいしい牛乳乳製品の安定供給継続の為、早急な生産者乳価の値上げにご理解

をお願いします。



[急激な円安による輸入飼料高騰～酪農危機の再来]

16



[急激な円安による輸入飼料高騰～酪農危機の再来]

17

牛乳消費促進対策事業（MILK・JAPAN 運動）

これまでに実施した、「牛乳に相談だ。」運動の成果

等を踏まえ、母親及び牛乳の飲用が少ない消費者をタ

ーゲットに、中長期的 観点に立って、継続して「国産

牛乳」の消費促進を行う牛乳消費促進対策事業として

「ＭＩＬＫ・ＪＡＰＡＮ」運動を再スタートしていま

す。

酪農理解促進広報事業（酪農教育ファーム）

「価格」という単一の価値観にとらわれている消費者に第一次産業本来の意義を伝える観点から、酪

農体験を通した「食といのちの学び」を推進しています。また酪農に触れた児童生徒に成長の跡が明確

に確認されることから、将来を担う人材育成を担う場としての牧場の機能と酪農の価値を分かりやすく

訴え、地域社会と酪農の融和を図ってまいります。その他にも、地域を支える人的資源、物質循環・農

地管理機能、保健休養機能や教育力など、公益的機能を担っている酪農の多面的機能への理解を深めて

参ります。

◆中央団体を通じて消費者の皆さんへ酪農理解のための活動を行っています。

◆新聞広告による消費者理解を求めます。

◆安全と安心を届けるための活動をしています。

⑨中央酪農会議を通じた活動
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安全・安心な生乳の供給に資するため、生乳生産管理マニュアルを踏まえた生乳生産及び記帳記録の

推進を行い、「生乳の安全・安心の確保のための協議会」の開催を定期的に行うなどの活動をしてい

ます。

ポジティブリスト制度への適切な対応のため、Ｊミルクと連携し、生乳の安全性を確認するための

定期的検査の実施や精度管理認証制度など生乳検査業務に関しても対応しています。

(1)国産牛乳乳製品に関する効能等をＪミルクの発信するエビデンスなども踏まえて、消費者に対して適

時情報提供し理解促進と国産牛乳乳製品の消費拡大を行っています。

(2)乳に関する新たな知見や研究成果を利用した消費者とのコミュニケーション活動の起点として、「牛

乳の日」「牛乳月間」を定め、セミナー・工場見学などの活動を実施し啓発活動を行っています。

(3)小売流通業者・外食関係者及びメディア等に対して、国産牛乳乳製品の価値訴求、新たな利用や販売

方法の啓発を行うため、商品展示会、店舗を活用した販売促進・食育活動のモデル的提案などを実施

しています。

(4)6 月 1 日には「乳の学術連合」のフォーラムを開催し、医師向け・栄養士向けなどのミルクインフ

ルエンサー向け活動を 実施しています。

(5)小学校での牛乳食育等を促進するため、小学生を対象とした告知活動、メディア向け広報活動を積極

的に行っています。

その他にも牛乳乳製品消費拡大イベントの開催やラジオ・TVCM など告知も行っております。

⑩J-ミルクを通じた活動
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